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　平素は、本県の高齢者福祉行政にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

　インフルエンザは、毎年流行を繰り返し、高齢者の健康に対して大きな影響を与えている

感染症の一つです。

　また、高齢者施設における集団感染、高齢者の死亡等の問題が指摘され、その発生の予防

とまん延の防止が重要な課題となっています。

　今般、別添「今シーズンのインフルエンザ総合対策の推進について」（令和６年１１月１

１日付け感感発１１１１第３号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長通

知）が発出され、注意喚起が行われました。

　つきましては、厚生労働省通知を活用するなどインフルエンザ予防対策に努めていただき

ますようお願いします。
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